
特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ危款

第1章 総則
皓櫛

第1条 この法人は、特定力営利活動法人チャイルドラインみやぎと称する。
鋤

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城軸 台市青棄図 1平1丁目16番5号スカイハイッlo2におく。

第 2章  目的及び事業
(目的)

第3条 この法人は、「子どもがもともと持っている『生きる』力に子ども自身が気づくための支援をすること、子どもの
声に耳をllFけることの主要性について社会的認識を高めること、子どもの人権を守る社会基盤作りに寄与することJを目的とする。
(特を,蔀 l■Mの 鰻倒

第4条 この法人は、前条の目的を自我するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

橿   3機 1雛緞:苫霧撃脅ン:攣獣ン
圏

第5条 こ の法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特 症引牟孫暁轄如孫 る義

①子ども電話g首 事業
②子どもに関わる大,摘 読事業
③子どもの問題に関する調査 研 究 提 言事業
④子どもの権利擁護広報事業
⑤その他目的のために必要な事業

第3章 会員
価 」)

第6条 こ の法人の会員は、次の2種 とし、正会員をもつて特定才き利活動促進法 (以下 「掬 とぃ,。)上の社員とする。
(1)正 会員 こ の法人の目的に責同して入会し泊個卜駄 ひ田汽
(2)文 援会員 こ の法人の事業を費坊するために入会した個)較 錮 代

保翁

第7条 会員として入会しようとするものは、代表理事力場呼こ定める入会申込書により、代表選事に申し込むものとし、
代表理事,よ正当な理由がない限り、入会を認めなければならなV、

2 代 表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速や力寸こ、理由を付した書面をもつて本人にその旨を通知しなけ
瀬貯 よらなV、

鉄全錫“0浩帥
第8条 会員は、総会において,いこ定める入会金及び会費を納入しなけれ臣ならなし、
(会員の資格の醐

第9条 会 員が次の各身のい寺輸 Wこ該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退 会届の提出をしたとき。
(2)本 人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継 続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除 名されたとき。

(鴎

第10条 会員は、十や簿撃勲拐Ⅲこ定める退剣吾を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
O特名)

第11条 会 員が次の各号のいずれ力寸こ該当するに至ったときは、絡会の議決により、これを防名することができる。この
場食 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならなV、
(1)法 令、又はこのi■人の定款等に違反したとき。
(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行るをしたとき。

(会費等の抑

第12条 既 に納入された八会金、会費及破 o也 の金品は、返退しなし、

第4章 役員及び輌浸



僧 吸 o 助

第 13条 こ の法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人 以上 loヵ メ札
(2)監 事 1人 以上 2人 以成

離 許
うよ 1 人を代表理事、1 人を副代表理事とす生

唇考軸 啓罫翼騨音
いて選任する。

新者萎済i鞭 と総縄 ↓で
は当該

ヤ、

管
1麟 ヤ

穐逢馳讃責ャ難
た墜評訟歓后釜騒梓攣

袖すa3 理 事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の
4 監 事は、次に掲げる聯務を行う。

(1)理 津の業罷犠焔子の代況を賂 すること。
(2)こ の法人の財産の状況を特杏すること。
(3)前 2身の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実があることを発見した場合には、これを総会又向訴働千に報告すること。
(4)前 号の報告をするためセ要がある場合には、総会を紹集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する

こと。
(鶴 )

第16条 役 員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨1)なV、
2 前 項の規定に関わら或 後任の役員が選定されていなV場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期
留申長する。

3 補 欠のため、又は増員によって軸とした役員の任期は、それぞれの前任吉又は駒■者のと期の残存期間とする。
4 役 員は、納■又は任期満了後においても、後任の役員が軸をするまでは、その職務を行わなけれ,歩よらなV、
録 繊

第17条 理 事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならなし、
御

第18条 役員が次の各号のい千輸 寸こ該当するに至ったときは、総会の議決により、これをお脅とすることができる。この
場合 その役員に対し、議決する前に弁明の陰 を与えなければならなや、
(1)心 身の故障のため、暇務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職 務上の義務違反その也役員としてふさわしくな↓ヤ子為があったとき。

帥

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役 員には、その職務を新 予するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関し老要な事項は、総会の議決を経て、代表理事力朔Ⅲこ定める。
隈 )

第20粂 この法人に、事務局長その也の職員を置く。
2 職 員は、代表理事が任免する。

第5章 総会
衝 ゆ

第21条 こ の法人の総会は、通常絡会及び臨時総会の2種とする。
倫 調

第22条 総 会は、正会員をもつて駒戎する。
磁

第23条 総 会は、次の事項について議決する。
(1)定 款の変更
( 2 ) サ轍

(3)笥 折

(4)事 業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事 業報告及び収支決算

(6)銀 の増謙虫 焼拍あ“デ撤馴



( 7 ) 入会金及 び会 費の額

(8)借 入金 (その事業年度内の収入をもつて債還する短鞠管入金を除く。第50条において同軌)そ の他新たな義務の
負担及び権利の放葉

(9)そ の他運営に関する重要事項
9謝働

第24条 通 常総会は、毎年 1回開催する。2管
挿塗拿蟹ぁミ

次の
各異髄 こだ3誓鼻

に開催する。
(2)正 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき。
(3)第 15条 第4項第4号 の規定により、監事から招集があったとき。

惚剣

第25条 総 会は、前条第2項第 3号の場合を除き、代表理事が紹箕する。
2 代 索翌事ま、前条第2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日 以内に臨時総会を招
集しなけ旅才まならな立、

3 総 会を控集するときは、会議の日H主 場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて、少なくとも総会の5日前ま
でに通知しなければならなし、
厳 )

第26条 総 会の議長は、その総会において、仰斎した正会員の中から選出する。
徒醐

第27条 総会は、正会員総数の2分 の1以上の削話がなければ開会することができなV、
翻

第囲条 総会における議挟事項は、第25条第3項 の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総 会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

∞

第29粂 各 正会員の衰於権は、1会員 1票とし、平等なるものとする。
2 や むを尊さい理由のため総会に剛青できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又
は他の正会員を代理人として表決を豹■することができる。

3 前 項の規定により宗決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に的晴したものとみな丸
4 総 会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決十勘日わることができなレ、
鋼

第30条 総会の議事については、次の事項を記識した議事録を伯成しなければならなし、
(1)日 時及び場所
(2)正 会員総数及び剛帝者数 飾 表決者又,浅幾柴郵■者がある場合にあつては、その数をfl記すること。)
( 3 ) 議

(4)詢 経過の暇漂及び議決の結果
(5)議 事録署名人の自■に関する事項

2 議 事録には、議長及びその会議において自任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならなし、

第6章 理事会
絢 均

第31条 理 事会は、理事をもつて掬我する。
舗

第32条 理 事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総 会に付議すべき事項
(2)総 会の議決した事項の31Tに 関する事項
(3)そ の他総会の議決を要しな↓★務の執行に関する事項

(開僧

第33粂 理亭会は、次の各号のV f431y wこ該当する場合に開催する。
(1)代 表理事が老要と認めたとき。
(2)理 事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき。
(3)第 15条第4項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

惚 網

第拠条 理事会は、代表理事が紹集する。
2 代 表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があつたときは、その日から30日 以内に理事会を招集しなけ
ればならな↓、

3 理 事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及r―_wを 記載した書面をもつて、少なくとも理事会の5日



前までに通知しなければならな↓、
飯 )

篭 野

理事会の議長は、代表理事もしくは、儀 理事が脇 した者がこれ こ当たる。
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群野 欝覇余亀票言

に例 てヽは、次の事項を記載 した講 録を徹 しな械 ば なられ

溜 塞轟豊警

、LHrn穀 び出席者氏ゑ 飾 隷 割 こあっては、その旨を付記することか

樹轟歎轡鸞盤
2 議 事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、持印 しなければならない。

第7章 資 産及び会計
僣産の陶調

第

檄 畿 聾

茎 ,轡 態

ものをめ て構成すa

(3)箭 堆 品

(4)財 勘 らヽ生 じる収入

(5)事 業に伴 う収入

(6)そ の他の収入

Getの 動

薔 慈

法人の資産は、特定非部 l khに係る事業岨 する資産1種とす札  ‐

巨

轟  『

法人の資産は、ィ代麹 事が管理政 その方法は、給会の議決を経て、代表理事が別こ定める.

棚

法人の剣 ま 勝 牙条各身こ身デる願 いこ従つt4Tぅものとする。

脅襲 描 鶴 瞥

訥 よ 特定非割 活動に係挿 勲こ関す絵 計の1種とする。

電讐誓義動

の法人の事業計酸 びこれ こ伴う収支抑 六 代表理事が徹 酷 会の議決都 aテ晩 らな嶋

!言景ぞ繁

しか と`きはH般 報 理設 の融 雄 て、

卜なえ
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第

ま

条 予算伯安後にやむを得ない事由が生じたときは 総会の議決を経て、既定予算の91又 は更Eを することができ

隊 謡 及0咲 算)

繁 嶽 舗 繁 晃 で

する書類は、毎事業年度終弦 速

)のとする。

ン

法人の撃 緩 は、毎年10月 1日臣台まり翌年9月30日 に終わる。



第

挽 、理 鞄 越 務 縄 挨 ↓骨

ぺ勧 皆ネれ初 嚇 たな義務の負担をヒ 又ヤ緒 ゆ 放棄をしよぅとする

徒芸物 更)           第
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上の数による融を経、力つ

第

マ野 滅 書

、掬こ鞠 デる事唯 り解散す生

溜 星塞量所浜智
定井き利活動 こ係る事業の成功の不能

1吉1緑窪手続き開始の決定
(6)所 轄庁による設立の認証の取消し

乾遥憩堰葬率信P事
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諸を得な,れ,滋らなし、

第 昧 この法人力深散 餅 又ヤ却鹿奎需売き柳 合の決

異麟 絶 室と矢富是罷 談 驚難 穣 垢督寧
した正会員の 2分 の1以上の多数による議決を経て選定:
る。

(含拘

第象条 こ の法人力滑 併しようとするときは、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を経、力つ、日納 ■の認証を得なけllはならなV、

第9章 公 告の方法
(公告の翔

第55条 こ の法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、河北新報,こ掲載して行う。

第 10章 雑則
(鍛り

第56条  こ の定款の施行について老要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定め生

附 貝」
1 こ の定款は、この法人の成立の日から廠 予する。
2 こ の法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事   刀 林ヽ 純 子
副イ特難醇  関 口 博 久

藤 麹
林 みづ穂
コ募 玲子
人幡 悦子
齋藤 永子
大友 淳 子

丹野 孝

匂審 正徳
監  事   弦 帯

百足 彰 子

3 こ の法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に力均わヽらず、成立の日から18年 9月 30日 までとする。
4 こ の法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にか力わ らず 設 当窓会の定めるところによるものと
する。

5 こ の法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から18年 9月 30日 までとする。
6 こ の法人の設立当初の入会塗扱び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入 会金  o円

( 2 ) 年会費 正 会 員 1 回 2 , 0 0 o 円

支援会員 1口  2! 000円


